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大台町個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務住民課 課税係 

個人情報ファイルの名称 個人町県民税課税システム 

行政機関等の名称 大台町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
税務住民課 

個人情報ファイルの利用目的 
個人町県民税の公正かつ適正な賦課事務を執行するために利

用する 

記録項目 

1整理番号、2カナ氏名、3 漢字氏名、4個人番号、5生年月日、

6性別、7年齢、8郵便番号、9住所、10収入、11所得、12所

得控除、13勤務先情報、14扶養情報 

記録範囲 

賦課期日（１月１日）現在、町内に住所を有する個人、町内

に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で町内に賦課期

日現在、住所を有しない者 

記録情報の収集方法 
確定申告書、町民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支

払報告書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（心身の機能の障害） 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）大台町総務課 

（所在地）〒519－2404 多気郡大台町佐原 750 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年１２月２６日 
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大台町個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務住民課 課税係 

個人情報ファイルの名称 申告支援システム 

行政機関等の名称 大台町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
税務住民課 

個人情報ファイルの利用目的 
個人町県民税の公正かつ適正な賦課事務を執行するために利

用する 

記録項目 

1整理番号、2カナ氏名、3 漢字氏名、4個人番号、5生年月日、

6性別、7年齢、8郵便番号、9住所、10収入、11所得、12所

得控除、13勤務先情報、14扶養情報 

記録範囲 

賦課期日（１月１日）現在、町内に住所を有する個人、町内

に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で町内に賦課期

日現在、住所を有しない者 

記録情報の収集方法 
確定申告書、町民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支

払報告書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（心身の機能の障害） 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）大台町総務課 

（所在地）〒519－2404 多気郡大台町佐原 750 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年１２月２６日 



3 

大台町個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務住民課 課税係 

個人情報ファイルの名称 固定資産税課税システム 

行政機関等の名称 大台町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
税務住民課 

個人情報ファイルの利用目的 
固定資産税の公正かつ適正な賦課事務を執行するために利用

する 

記録項目 

1整理番号、2カナ氏名、3 漢字氏名、4個人番号、5生年月日、

6郵便番号、7住所、8資産情報、9評価額、10 課税標準額、 

11税額 

記録範囲 
町内に固定資産（土地、家屋、償却資産）を所有する者、所

有者が死亡した場合はその相続人又は納税管理人 

記録情報の収集方法 登記済通知書、申請書、申告書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）大台町総務課 

（所在地）〒519－2404 多気郡大台町佐原 750 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

9、10の各記録項目の内容については、地方税法第 432条、行

政不服審査法第 3 条に基づき訂正請求ができる 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年１２月２６日 
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大台町個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務住民課 課税係 

個人情報ファイルの名称 家屋評価システム 

行政機関等の名称 大台町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
税務住民課 

個人情報ファイルの利用目的 
固定資産税（家屋）の公正かつ適正な賦課事務を執行するため

に利用する 

記録項目 

１整理番号、２カナ氏名、３漢字氏名、４郵便番号、５住所、

６家屋情報、７評価額、８課税標準額、９税額 

記録範囲 町内に家屋を所有する者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）大台町総務課 

（所在地）〒519－2404 多気郡大台町佐原 750 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

６、７、８の各記録項目の内容については、地方税法第 432条、

行政不服審査法第 3条に基づき訂正請求ができる 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年１２月２６日 
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大台町個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務住民課 課税係 

個人情報ファイルの名称 地番図情報システム 

行政機関等の名称 大台町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
税務住民課 

個人情報ファイルの利用目的 資産の登記情報、現況情報の確認のために利用する 

記録項目 

１カナ氏名、２漢字氏名、３住所、４資産情報 

記録範囲 町内に固定資産（土地、家屋）を所有する者 

記録情報の収集方法 固定資産税課税システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）大台町総務課 

（所在地）〒519－2404 多気郡大台町佐原 750 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和６年１２月２６日 
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大台町個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務住民課 課税係 

個人情報ファイルの名称 軽自動車税課税システム 

行政機関等の名称 大台町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
税務住民課 

個人情報ファイルの利用目的 
軽自動車税の公正かつ適正な賦課事務を執行するために利用

する 

記録項目 

１整理番号、２カナ氏名、３漢字氏名、４郵便番号、５住所、

６車両情報 

記録範囲 
町内に主たる定置場を有する軽自動車等を所有又は使用す

る者 

記録情報の収集方法 軽自動車税申告書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（心身の機能の障害） 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）大台町総務課 

（所在地）〒519－2404 多気郡大台町佐原 750 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年１２月２６日 



7 

大台町個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務住民課 課税係 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険税課税システム 

行政機関等の名称 大台町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
税務住民課 

個人情報ファイルの利用目的 
国民健康保険税の公正かつ適正な賦課事務を執行するために

利用する 

記録項目 

1整理番号、2カナ氏名、3 漢字氏名、4個人番号、5生年月日、

6性別、7年齢、8郵便番号、9住所、10収入、11所得、12所

得控除、13勤務先情報、14扶養情報 

記録範囲 国民健康保険有資格者、資格喪失者及びその関係者 

記録情報の収集方法 本人、個人町県民税課税システム、固定資産税課税システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（心身の機能の障害） 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）大台町総務課 

（所在地）〒519－2404 多気郡大台町佐原 750 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年１２月２６日 
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大台町個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務住民課 収納係 

個人情報ファイルの名称 収納管理システム 

行政機関等の名称 大台町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
税務住民課 

個人情報ファイルの利用目的 町税等の収納管理を適正に執行するために利用する 

記録項目 

1整理番号、2カナ氏名、3 漢字氏名、4個人番号、5生年月日、

6 性別、7 年齢、8 郵便番号、9 住所、10 収納情報、11 金融機

関名、12預金種別、13口座番号、14口座名義人 

記録範囲 納税義務者及びその関係者 

記録情報の収集方法 本人、町税等課税システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）大台町総務課 

（所在地）〒519－2404 多気郡大台町佐原 750 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年１２月２６日 



9 

大台町個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務住民課 収納係 

個人情報ファイルの名称 滞納整理システム 

行政機関等の名称 大台町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
税務住民課 

個人情報ファイルの利用目的 町税等の滞納整理を適正に執行するために利用する 

記録項目 

1整理番号、2カナ氏名、3 漢字氏名、4個人番号、5生年月日、

6 性別、7 年齢、8 郵便番号、9 住所、10 収納情報、11 金融機

関名、12預金種別、13口座番号、14口座名義人、15滞納整理

情報、16財産情報 

記録範囲 納税義務者及びその関係者 

記録情報の収集方法 本人、町税等課税システム、収納管理システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（犯罪の経歴、病歴、心身の機能の障害） 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）大台町総務課 

（所在地）〒519－2404 多気郡大台町佐原 750 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
実施なし 

行政機関等匿名加工情報の概要 実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
実施なし 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
－ 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年１２月２６日 
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大台町個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務住民課 住民係 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳システム 

行政機関等の名称 大台町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
税務住民課、各出張所 

個人情報ファイルの利用目的 

・住民基本台帳事務（閲覧、住民票交付、実態調査含む） 

・諸証明の交付に関する事務 

・個人番号カードの交付・更新及び利用に関する事務 

記録項目 

1氏名、2生年月日、3性別、4世帯主・続柄、5戸籍の表示、

6住民となった年月日、7個人番号、8住民票コード、9異動情

報（新旧住所地、異動日）、10資格情報（選挙人名簿に登録さ

れた者、国民健康保険の被保険者である者、後期高齢者医療の

被保険者である者、介護保険の被保険者である者、国民年金の

被保険者である者、児童手当の支給を受けている者） 

記録範囲 大台町に住所を有する者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
- 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）大台町総務課 

（所在地）〒519－2404 多気郡大台町佐原 750 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 

（住民票の記載等）住民基本台帳法第 8 条 

（住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置）住民基 

本台帳法第１４条 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和６年１２月２６日 
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大台町個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務住民課 住民係 

個人情報ファイルの名称 戸籍総合システム（戸籍簿・除籍簿・改製原戸籍簿） 

行政機関等の名称 大台町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
税務住民課、各出張所 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍法に基づく証明発行、届出処理 

記録項目 

1氏名、2出生の生年月日、3本籍、4戸籍に入った原因及び年

月日、5 実父母の氏名及び実父母との続柄、6 養子であるとき

は、養親の氏名及び養親との続柄、7夫婦については、夫又は

妻である旨、8他の戸籍から入った者についてはその戸籍表示、

9戸籍法施行規則第 30条第 1号から第 6号に掲げる事項 

記録範囲 大台町に本籍を有する者 

記録情報の収集方法 
本人、本人以外（戸籍法に基づく地方検察庁・他市町村からの

通知） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）大台町総務課 

（所在地）〒519－2404 多気郡大台町佐原 750 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
戸籍の訂正の申請（戸籍法第 113 条） 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年１２月２６日 
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大台町個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務住民課 住民係 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録システム 

行政機関等の名称 大台町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
税務住民課、各出張所 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑登録事務（印鑑登録証明書交付含む） 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４現住所、５印影 

記録範囲 大台町に住所を有する者 

記録情報の収集方法 印鑑登録申請者、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）大台町総務課 

（所在地）〒519－2404 多気郡大台町佐原 750 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和６年１２月２６日 
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大台町個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務住民課 住民係 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録申請書・原票 

行政機関等の名称 大台町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
税務住民課、各出張所 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑登録事務 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３性別、４現住所、５印影 

記録範囲 大台町に住所を有する者 

記録情報の収集方法 印鑑登録申請者、代理人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
－ 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）大台町総務課 

（所在地）〒519－2404 多気郡大台町佐原 750 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和６年１２月２６日 
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大台町個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】税務住民課 住民係 

個人情報ファイルの名称 人口動態システム 

行政機関等の名称 大台町長 

個人情報ファイルが利用に供される事

務をつかさどる組織の名称 
税務住民課 

個人情報ファイルの利用目的 
厚生労働省が統計法及び人口動態調査令に基づく人口動態調

査を行うため 

記録項目 

【出生票】 

1子の氏名、父母との続き柄、男女別、2生まれたとき、3生ま

れたところ、4子の住所、5 父母の氏名、生年月日、6父母の国

籍、7 同居を始めたとき、8 子が生まれたときの世帯の主な仕

事、9子が生まれたところ及びその種別、10体重及び身長、 

11単体・多胎の別、12妊娠週数、13この母の出生した子の数、

14出生に立ち会った者 

【死亡票】 

1氏名、2男女別、3生年月日、4死亡したとき、5死亡したと

ころ、6死亡した人の住所、7死亡した人の国籍、8死亡した人

の夫または妻、9 死亡したときの世帯の主な仕事、10死亡した

ところの種別、11 死亡の原因、12死因の種類、13外因子の追

加事項、14 生後 1 年未満で病死した場合の追加事項、15 その

他特に付言すべきことがら、16 施設の所在地又は医師の住所

及び氏名 

【死産票】 

1 父母の国籍、2 父母の氏名及び年齢、3 死産児の男女別及び

嫡出子か否かも別、4 死産があったとき、5 死産があったとき

の母の住所、6 死産があったときの世帯の主な仕事、7 この母

の出産した子の数、8妊娠週数、9死産児の体重及び身長、 

10 胎児死亡の時期（妊娠満 22 週以降の自然死産）、11 死産が

あったところの種別、12 単体・多胎の別、13 死産の自然人工

別、14自然死産の原因若しくは理由又は人口死産の理由、 

15胎児手術の有無、16死胎解剖の有無、17死産に立ち会った

者 

【婚姻票】 

1氏名及び生年月、2夫の住所、3国籍、4婚姻後の夫婦の氏、

5同居を始めたとき、6初婚・再婚の別、7同居を始める前の夫

婦のそれぞれの世帯の主な仕事 

【離婚票】 

1氏名及び生年月、2国籍、3離婚の種別、4未成年の子の数、

5 同居の期間、6 別居する前の住所、7 別居する前の世帯の主

な仕事 

記録範囲 大台町に戸籍届書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（病歴） 

記録情報の経常的提供先 松阪保健所 
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開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

（名 称）大台町総務課 

（所在地）〒519－2404 多気郡大台町佐原 750 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規

定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集

をする個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受け

る組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に

関する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含ま

れているときはその旨 
― 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和６年１２月２６日 

 


